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「
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
幸

せ
づ
く
り
計
画
」
と
題
し
て
、
次
世

代
育
成
支
援
行
動
計
画
を
本
市
で
策

定
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
次
世
代
育
成

支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
き
定
め
ら

れ
た
も
の
で
、
平
成
十
三
年
三
月
に

策
定
さ
れ
た
「
児
童
育
成
計
画
（
ま

え
ば
し
す
こ
や
か
プ
ラ
ン
改
訂
版
）」

を
引
き
継
ぎ
、
発
展
さ
せ
た
も
の
。

右
図
の
と
お
り
子
ど
も
の
幸
せ
を
基

本
に
、
市
民
・
地
域
・
事
業
者
・
行

政
が
連
携
し
、
次
世
代
育
成
支
援
施

策
を
実
行
し
て
い
き
ま
す
。

□
市
民
の
皆
さ
ん
と
計
画
づ
く
り

策
定
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で

「
次
世
代
育
成
支
援
に
関
す
る
ニ
ー

ズ
調
査
」「
事
業
者
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を

実
施
し
、
子
育
て
支
援
策
や
環
境
整

備
な
ど
に
関
す
る
意
見
や
要
望
を
集

約
。「
前
橋
市
児
童
環
境
づ
く
り
推
進

委
員
会
」
で
検
討
し
、
計
画
の
策
定

を
行
い
ま
し
た
。

□
計
画
の
期
間
な
ど

計
画
期
間
は
平
成
二
十
六
年
度
ま

で
の
十
年
間
。
そ
の
う
ち
こ
の
計
画

は
前
半
五
年
間
で
、
二
十
一
年
度
に

は
後
半
五
年
間
の
見
直
し
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
各
年
度
ご
と
に
計
画
の

実
施
状
況
に
つ
い
て
皆
さ
ん
と
と
も

に
進
行
管
理
し
て
い
く
た
め
、
計
画

策
定
に
も
携
わ
っ
た
「
児
童
環
境
づ

く
り
推
進
委
員
会
」
で
、
子
育
て
に

関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
提
起
な
ど

を
行
っ
て
い
た
だ
き
き
ま
す
。

な
お
、
詳
し
く
は
本
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は
児
童
家
庭

課
�
８
９
０
―
６
２
７
７
へ
。

児
童
手
当
の
請
求
を
し
て
い
な
い

人
も
、
次
の
条
件
を
満
た
せ
ば
、
児

童
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

児
童
家
庭
課
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
現
在
受
給
し
て
い
る
人
は
、

改
め
て
請
求
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
六
月
に
現
況
届
を
提
出
す
る

こ
と
が
必
要
で
す
。
該
当
者
に
は
あ

ら
た
め
て
通
知
し
ま
す
。

ま
た
、
公
務
員
は
勤
務
先
に
請
求

し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
平
成
十
六
年
分
の
所
得
が
下

表
の
限
度
額
未
満
で
、
小
学
３
年
生

修
了
前
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

支
給
月
額
＝
第
一
子
、
第
二
子
は
五

千
円
、
第
三
子
以
降
は
一
万
円
　
特

例
給
付
・
小
学
校
第
３
学
年
修
了
前

特
例
給
付
＝
厚
生
年
金
な
ど
に
加
入

し
て
い
て
、
児
童
手
当
の
所
得
制
限

を
超
え
る
人
は
、
特
例
給
付
・
小
学

校
第
３
学
年
修
了
前
特
例
給
付
の
所

得
制
限
が
適
用
　
申
し
込
み
＝
印
鑑
、

養
育
者
名
義
の
預
金
通
帳
（
郵
便
局

は
除
く
）、
健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳

ま
た
は
年
金
加
入
証
明
書
を
用
意
し
、

市
役
所
児
童
家
庭
課
（
�
８
９
０
―

６
２
７
７
）、
各
支
所
へ
直
接

病
気
回
復
期
の
子
ど
も
を
、
保
護

者
に
仕
事
が
あ
る
な
ど
の
理
由
で
家

庭
で
保
育
で
き
な
い
と
き
、
一
時
的

に
預
け
る
こ
と
が
で
き
る
病
後
児
童

保
育
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

利
用
日
時
＝
月
曜
〜
金
曜
（
祝
日
・

年
末
年
始
を
除
く
）、
午
前
８
時
〜
午

後
６
時
　
場
所
＝
済
生
会
前
橋
病
院

内
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
上
新

田
町
）

対
象
＝
市
内
在
住
の
就
学

前
児
童
　
利
用
料
（
日
額
）
＝
二
千

円（
生
活
保
護
世
帯
は
無
料
。
給
食
・

お
や
つ
代
含
む
）

申
し
込
み
＝
利

用
日
の
前
日
ま
で
に
所
定
の
申
込
用

紙
に
記
入
し
、
診
療
情
報
提
供
書
、

身
分
証
明
書
な
ど
の
写
し
を
用
意
し

て
、
市
役
所
児
童
家
庭
課
（
�
８
９

０
―
６
２
６
９
）
へ
直
接

行動計画において大切にすべき視点 

�すべての子どもが幸せに育つことを支援する視点 
�すべての親が安心と誇りを持って子育てできるよう支援する視点 
�地域社会全体が子育てを見守り支援する視点 

１. 地域における子育ての支援 

２. 母性及び乳幼児の健康の確保及び増進 

３. 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境等の整備 

４. 子育てを支援する生活環境の整備 

５. 職業生活と家庭生活との両立の推進 

６. 子ども等の安全の確保 

７. 要保護児童への対応などきめ細やかな取り組みの推進 

８. 次代の親の育成 

９. 推進と啓発の取り組み 

基本理念 

次世代育成支援行動計画の体系 

子どもたちの幸せをみんなの幸せにするために 

「前橋市次世代育成支援行動計画」を策定し
ました。計画に基づいて、子どもの幸せを基本
に市民・地域・事業者・行政が連携し、次世代
育成支援施策を実行していきます。

子育て支援計画を策定

請
求
手
続
き
忘
れ
ず
に

該
当
者
に
児
童
手
当
を
支
給

保
護
者
に
仕
事
が
あ
る
と
き
な
ど

病
後
時
の
子
ど
も
一
時
保
育

平成17年度児童手当所得限度表
（17年６月分手当から18年５月分手当まで）

扶養親族
の数 児童手当 特例給付・小学校第３学年修

了前特例給付

平成16年分所得

０人 301万円 460万円
１人 339万円 498万円
２人 377万円 536万円
３人 415万円 574万円
４人 453万円 612万円
５人 491万円 650万円

（注）この所得額は、給与所得のみの場合は給与所得控除後の金
額です。社会・生命保険料の控除があるときは、所得額から８
万円を差し引いた額です。

子どもたちが幸せに育つようさまざまな支援施策を推進 子どもたちが幸せに育つようさまざまな支援施策を推進 


